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「
行
在
所
記
念
之
碑
」
に
つ
い
て

整
理
番
号

題
額

題
額
揮
毫

碑
記
撰
文

碑
記
揮
毫

浦
和
一
三

行
在
所
記
念
之
碑

徳
大
寺
実
則

大
久
保
利
武

市
河
三
兼

鐫
刻

撰
文
建
碑
年

住
所

場
所

備
考

宮
亀
年

一
九
○
七
・
明
治
四
○

浦
和
区
高
砂

埼
玉
会
館
広
場
横

一
．
は
じ
め
に

明
治
十
一
年
の
天
皇
東
北
巡
幸
に
お
い
て
、
天
皇
の
一
日
目
の
宿
泊
地
が
浦
和
で
あ
り
、
そ
の
宿
と
し

た
の
が
、
新
築
ま
も
な
い
埼
玉
県
師
範
学
校
の
新
校
舎
で
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
鳳
翔
閣
で
あ
る
。
本
石
碑

は
、
そ
の
こ
と
を
明
治
四
十
年
に
な
っ
て
、
顕
彰
記
念
し
た
も
の
で
あ
る
。

○
写
真
１

石
碑
正
面

左
は
「
明
治
天
皇
史
跡
指
定
碑
」

○
写
真
２

背
面
の
「
碑
記
」
部
分
（
背
面
す
ぐ
に
塀
が
あ
り
、
正
対
し
て
全
体
を
撮
影
で
き
な
い
）
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二
．
翻
刻
並
に
訳
注

■
翻
刻

（
正
面
）

◎
題
額

行
在
所
記
念
之
碑

（
背
面
）

◎
碑
記

今
上
紹
□
鴻
緖
庶
績
咸
煕
□
聖
詔
特
宏
□
皇
謨
以
興
教
學
之
化
矣
十
一
年

八
月
三
十
日
□
車
駕
北
卍
至
于
我
﨑
玉
縣
以
師
範
學
校
供
□
行
在
焉
是
日

謳
歌
相
慶
和
氣
洋
溢
乎
階
前
宮
内
卿
德
大
寺
實
則
等
侍
焉
爾
来
三
十
年
於

茲
□
國
憲
□
親
裁
公
議
□
王
師
遠
燿
□
聖
武
□
皇
運
於
是
砥
曠
古
之
盛
絃

誦
之
功
亦
以
濟
厥
美
焉
而
□
行
在
之
跡
前
後
薦
其
校
今
為
女
子
師
範
學
校

髙
等
女
學
校
或
恐
至
於
無
人
復
識
之
者
此
豈
□
聖
世
尚
教
學
之
旨
乎
利
武

以
不
敏
受
乏
於
牧
民
之
職
義
當
鞠
躬
竭
力
以
欝
□
聖
恩
也
頃
者
同
人
胥
謀

欲
樹
石
於
□
行
在
之
趾
以
表
之
使
後
之
過
此
跡
者
瞻
仰
永
知
□
聖
世
之
所

尚
於
教
學
也
矣
因
請
德
大
寺
侯
爵
之
題
字
大
書
深

功
不
日
而
成
利
武

等

南
望
遥
拜
□
宸
闕
恭
奉
□
寶
祚
萬
年
之
誠
焉

明
治
四
十
年
天
長
節
前
五
日

﨑
玉
縣
知
事
従
四
位
勲
三
等
大
久
保
利
武
謹
撰

従
七
位

市
河
三
兼
謹
書宮

亀
年

＊
聖
・
皇
と
い
っ
た
天
子
を
想
起
さ
せ
る
文
字
に
つ
い
て
は
敬
意
を
は
ら
っ
て
前
に
空
格
を
一
字
分
設
け

て
い
る
（
十
六
箇
所
。
□
で
示
し
た
）。
自
分
の
本
名
で
あ
る
「
利
武
」
は
、
小
字
と
し
て
い
る

■
訳
注

◎
碑
記

●
本
文
（
い
わ
ゆ
る
旧
字
体
と
し
、
一
行
毎
に
改
行
し
た
）

今
上
紹
鴻
緒
、
庶
績
咸
煕
、
聖
詔
特
宏
皇
謨
、
以
興
教
學
之
化
矣
。

十
一
年
八
月
三
十
日
、
車
駕
北
巡
至
于
我
埼
玉
縣
。

以
師
範
學
校
供
行
在
焉
。

是
日
謳
歌
相
慶
、
和
氣
洋
溢
乎
階
前
。

宮
内
卿
德
大
寺
實
則
等
侍
焉
。

爾
來
三
十
年
於
茲
、
國
憲
親
裁
公
議
、
王
師
遠
燿
聖
武
。
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皇
運
於
是
致
曠
古
之
盛
、

絃
誦
之
功
、
亦
以
濟
厥
美
焉
。

而
行
在
之
跡
前
後
遷
其
校
、
今
爲
女
子
師
範
學
校
高
等
女
學
校
。

或
恐
、
至
於
無
人
復
識
之
者
。

此
豈
聖
世
尚
敎
學
之
旨
乎
。

利
武
以
不
敏
受
乏
於
牧
民
之
職
、
義
當
鞠
躬
竭
力
以
欝
聖
恩
也
。

頃
者
、
同
人
胥
謀
、
欲
樹
石
於
行
在
之
趾
、
以
表
之
、
使
後
之
過
此
跡
者
、
瞻
仰
永
知
聖
世
之
所
尚
於
敎

學
也
矣
。

因
請
德
大
寺
侯
爵
之
題
字
大
書
。

深
刻
功
不
日
而
成
。

利
武
等
南
望
遙
拜
宸
闕
、
恭
奉
寶
祚
萬
年
之
誠
焉
。

明
治
四
十
年
天
長
節
前
五
日

埼
玉
縣
知
事
從
四
位
勲
三
等
大
久
保
利
武

謹
撰

從
七
位
市
河
三
兼
謹
書

宮
亀
年
刻

●
訓
訳

今
上

鴻
緒
を
紹
ぎ
、
庶
績

咸

煕
り
、
聖
詔

特
に
皇
謨
を
宏
め
、
以
て
敎
學
の
化
を
興
す
。

つ

み
な
お
こ

ひ
ろ

十
一
年
八
月
三
十
日
、
車
駕

北
巡
し
て
我
が
埼
玉
縣
に
至
る
。

師
範
學
校
を
以
て
行
在
に
供
す
。

是
の
日

謳
歌
相
慶
し
、
和
氣
階
前
に
洋
溢
す
。

宮
内
卿
德
大
寺
實
則
等
、
侍
る
。

爾
來

茲
に
三
十
年
、
國
憲

公
議
に
親
裁
さ
れ
、
王
師
遠
く
聖
武
を

燿

か
す
。

こ
こ

か
が
や

皇
運
こ
こ
に
お
い
て
、
曠
古
の
盛
を
致
す
。

絃
誦
の
功
も
、
亦
た
以
て
厥
の
美
を
濟
す
。

そ

な

而
る
に
行
在
の
跡

前
後
其
の
校
を
遷
り
、
今
は
女
子
師
範
學
校
高
等
女
學
校
た
り
。

或
ひ
は
恐
る
、
人
の
復
た
之
を
識
る
者
無
き
に
至
る
を
。

此
れ
豈
に
聖
世
の
敎
學
を
尚
ぶ
の
旨
な
ら
ん
や
。

利
武

不
敏
を
以
て
牧
民
の
職
を
受
乏
す
、
義
と
し
て
當
に
鞠
躬
し
て
力
を
竭
く
し
以
て
聖
恩
に
答
ふ
べ

き
な
り
。

頃

者
、
同
人
胥
に
謀
り
、
石
を
行
在
の
趾
に
樹
て
、
以
て
之
を
表
し
、
後
の
此
の
跡
を
過
ぐ
る
者
を
し

こ
の
ご
ろ

と
も

た

て
、
聖
世
の
尚
ぶ
所
の
敎
學
に
お
け
る
を
瞻
仰
永
知
せ
し
め
ん
と
欲
す
。

因
り
て
德
大
寺
侯
爵
に
之
が
題
字
の
大
書
を
請
ふ
。

深
刻
の
功

日
な
ら
ず
し
て
成
る
。

利
武
等
南
に
望
み
て
遙
か
に
宸
闕
を
拜
し
、
恭
し
く
寶
祚
萬
年
の
誠
を
奉
ず
。

明
治
四
十
年
天
長
節
前
五
日

埼
玉
縣
知
事

從
四
位
勲
三
等

大
久
保
利
武

謹
み
て
撰
す

從
七
位

市
河
三
兼

謹
み
て
書
す

宮
亀
年

刻
す

●
人
物
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○
今
上

明
治
天
皇
。
名
は
睦

仁
。
幼
名
祐

宮
。
孝
明
天
皇
の
第
二
子
。
嘉
永
五
（
一
八
五
二
）
年

む
つ
ひ
と

さ
ち
の
み
や

か
ら
明
治
四
五
（
一
九
一
二
）
年
、
在
位
一
八
六
七
年
か
ら
。
東
北
巡
幸
の
一
一
年
は
、
二
六
歳
で
あ
っ

た
。

○
德
大
寺
實
則

と
く
だ
い
じ

さ
ね
の
り
。
天
保
一
○
（
一
八
三
九
）
年
か
ら
大
正
八
（
一
九
一
九
）

年
。
右
大
臣
德
大
寺
公
純
の
長
男
。
嘉
永
四
（
一
八
五
一
）
年
に
侍
従
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
を
皮
切
り
に
宮

中
の
官
を
歴
任
し
、
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
に
侍
従
長
・
宮
内
卿
を
兼
任
し
、
以
後
明
治
天
皇
の
崩
御

に
至
る
ま
で
侍
従
長
と
し
て
側
近
に
仕
え
た
。

○
大
久
保
利
武

お
お
く
ぼ

と
し
た
け
。
慶
応
元
（
一
八
六
五
）
年
か
ら
昭
和
一
八
（
一
九
四
三
）
年
。

大
久
保
利
通
の
三
男
。
明
治
二
○
（
一
八
八
七
）
年
に
第
一
高
等
中
学
校
を
卒
業
後
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

等
に
留
学
。
帰
国
後
は
、
内
務
大
臣
秘
書
官
・
大
分
県
知
事
等
を
歴
任
し
て
、
同
三
八
（
一
九
○
五
）
年

に
第
一
三
代
埼
玉
県
知
事
と
な
る
。
四
○
歳
の
若
さ
で
あ
っ
た
。
知
事
在
任
中
の
業
績
等
は
小
山
博
也
氏

の
論
考
（
１
）

に
詳
し
い
が
、
教
育
の
発
展
に
も
力
を
入
れ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

○
市
河
三
兼

い
ち
か
わ
さ
ん
け
ん
。
号
は
萬
庵
。
天
保
九
（
一
八
三
八
）
か
ら
明
治
四
○
（
一
九
○
七
）

年
。
幕
末
三
筆
の
ひ
と
り
で
あ
る
市
河
米
庵
の
子
。
洋
式
砲
術
を
学
び
、
鉄
砲
方
と
な
る
が
、
の
ち
養
子

に
家
督
を
譲
り
、
書
を
生
業
と
す
る
。
明
治
維
新
後
政
府
に
仕
え
、
明
治
三
（
一
八
七
○
）
年
に
ロ
ン
ド

ン
で
印
刷
さ
れ
た
、
日
本
最
初
の
紙
幣
の
文
字
を
担
当
し
た
。
同
四
○
年
一
一
月
一
○
日
に
死
去
し
て
お

り
、
行
在
所
記
念
之
碑
建
立
が
九
月
一
七
日
で
あ
り
、
死
の
直
前
の
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

○
宮
亀
年

き
ゅ
う
き
ね
ん
。
弘
化
二
（
一
八
四
五
）
年
か
ら
大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
。
本
名
は
本
宮

為
吉
。
碑
銘
彫
刻
師
。
「
亀
年
」
と
い
う
名
は
、
祖
父
で
あ
る
本
宮
勘
兵
衛
が
、
天
保
年
間
に
小
田
原
城

主
大
久
保
加
賀
守
か
ら
賜
っ
た
も
の
と
さ
れ
、
以
降
、
石
工
と
し
て
家
を
継
ぐ
者
が
こ
の
名
を
名
乗
る
よ

う
に
な
っ
た
。
為
吉
は
「
三
代
目
宮
亀
年
」
で
あ
る
。
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
に
東
京
芝
で
開
業
。
多

く
の
石
碑
を
手
が
け
た
。
彼
の
伝
記
と
作
品
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
２
に
詳
し
い
。
こ
の
碑
を
刻
し
た
の

は
六
二
歳
、
円
熟
の
時
を
迎
え
て
い
た
。
姓
の
「
宮
」
は
、
名
字
の
本
宮
か
ら
一
字
を
取
り
中
国
風
に
し

た
も
の
。
よ
っ
て
「
み
や
」
で
は
な
く
「
き
ゅ
う
」
と
漢
音
で
音
読
み
す
る
。

●
語
注

○
今
上

現
在
の
天
皇
。
こ
こ
で
は
明
治
天
皇
。

○
紹

受
け
継
ぐ
。
「
漢
書
」
叙
伝
下
に
「
漢
紹
堯
運
、
以
建
帝
業
（
漢

堯
の
運
を
紹
ぎ
、
以
て
帝
業

つ

を
建
つ
）」
と
あ
る
。

○
鴻
緒

大
統
、
王
業
。
「
後
漢
書
」
順
帝
紀
に
「
陛
下
踐
祚
、
奉
遵
鴻
緒
（
陛
下
踐
祚
し
、
鴻
緒
を
奉

遵
せ
ら
る
）」
と
あ
る
。

○
庶
績
咸
煕

も
ろ
も
ろ
の
仕
事
を
拡
張
し
発
展
さ
せ
る
。
「
尚
書
」
堯
典
に
「
允
釐
百
工
、
庶
績
咸
煕

（

允

に
百
工
を
釐
め
て
、
庶
績
咸

煕
る
）」
と
あ
る
。

ま
こ
と

を
さ

み
な
お
こ

○
聖
詔

天
子
の
詔
書
の
尊
称
。

○
皇
謨

天
子
の
は
か
り
ご
と
、
計
画
。

○
行
在

天
子
が
行
幸
す
る
際
の
仮
の
御
所
。

○
謳
歌

天
子
の
徳
政
を
ほ
め
た
た
え
て
歌
う
こ
と
、
ま
た
そ
の
歌
。
「
孟
子
」
万
章
上
第
五
章
に
「
謳

歌
者
、
不
謳
歌
堯
之
子
而
謳
歌
舜
（
謳
歌
す
る
者
は
、
堯
の
子
を
謳
歌
せ
ず
し
て
、
舜
を
謳
歌
す
）
」
と

あ
る
。
こ
こ
で
は
一
般
論
で
は
な
く
、
実
際
に
天
皇
を
褒
め
る
詩
歌
が
埼
玉
の
人
々
に
よ
っ
て
作
ら
れ
、

捧
呈
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
。

○
慶

め
で
た
い
と
し
て
祝
う
、
こ
と
ほ
ぐ
。
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○
和
氣

和
平
之
氣
。
温
和
で
平
和
を
も
た
ら
す
気
。「
漢
書
」
劉
向
伝
に
「
和
氣
致
祥
、
乖
氣
致
異
（
和

気
は
祥
を
致
し
、
乖
気
は
異
を
致
す
）」
と
あ
る
。

○
洋
溢

満
ち
あ
ふ
れ
て
広
く
ゆ
き
わ
た
る
。

○
階
前

き
ざ
は
し
の
前
。
こ
こ
で
は
宮
城
の
階
段
の
前
の
意
味
で
、
「
陛
下
」
と
同
義
だ
ろ
う
。
行
宮

の
天
皇
の
前
。

○
宮
内
卿

宮
内
省
長
官
。
德
大
寺
実
則
は
二
代
目
。

○
國
憲

国
家
の
法
制
。
ま
た
憲
法
。
こ
こ
で
は
大
日
本
帝
国
憲
法
の
こ
と
を
い
う
か
。
明
治
二
二
（
一

八
八
九
）
年
二
月
、
発
布
。
枢
密
院
に
お
い
て
、
天
皇
親
臨
の
も
と
に
審
議
さ
れ
、
主
権
者
た
る
天
皇
が

定
め
て
、
国
民
に
下
し
与
え
る
と
い
う
か
た
ち
で
制
定
・
発
布
さ
れ
た
。

○
親
裁

天
子
が
自
ら
裁
決
す
る
こ
と
。

○
公
議

お
お
や
け
の
議
論
。

○
王
師

天
子
の
軍
隊
。
「
詩
経
」
周
頌
・
酌
に
「
於
鑠
王
師
、
遵
養
時
晦
、
時
純
煕
矣
（
於

鑠

な

あ
あ

し
や
く

る
王
師
、
遵
て
時
の
晦
を
養
れ
、
時
れ
純
い
に

煕

か
ん
）」
と
あ
る
。

も
つ

こ

と

お
ほ

か
が
や

○
聖
武

智
徳
完
全
の
威
武
。「
尚
書
」
伊
訓
に
「
惟
我
商
王
、
布
昭
聖
武
、
代
虐
以
寛
、
兆
民
允
懷
（
惟

れ
我
が
商
王
、
聖
武
を
布
昭
し
、
虐
に
代
ふ
る
に
寛
を
以
て
し
、
兆
民

允

に
懐
く
）
」
と
あ
る
。

ま
こ
と

な
つ

○
王
師
遠
燿
聖
武

明
治
二
八
（
一
八
九
五
）
年
終
結
の
日
清
戦
争
と
、
同
三
八
（
一
九
○
五
）
年
終
結

の
日
露
戦
争
の
「
勝
利
」
。
ま
た
、
同
二
八
年
の
台
湾
併
合
や
同
三
八
年
の
韓
国
併
合
も
含
む
だ
ろ
う
。

こ
れ
ら
は
も
ち
ろ
ん
日
本
に
よ
る
植
民
地
政
策
＝
侵
略
で
あ
る
の
だ
が
、
形
式
上
は
台
湾
や
朝
鮮
が
、
日

本
を
慕
い
喜
ん
で
そ
の
傘
下
に
入
っ
た
と
い
う
形
を
取
っ
て
い
る
。

○
皇
運

皇
帝
・
帝
国
の
命
運
。
史
岑
の
「
出
師
頌
」
（
「
文
選
」
巻
四
七
）
に
「
皇
運
來
授
、
萬
寶
增

煥
（
皇
運
來
り
授
け
ら
れ
、
萬
寶

煥

き
を
增
す
）」
と
あ
る
。

か
が
や

○
曠
古

古
を
む
な
し
く
す
る
。
前
例
の
な
い
、
空
前
絶
後
。

○
絃
誦

古
代
、
「
詩
経
」
を
教
え
学
ぶ
の
に
、
弦
楽
を
伴
う
も
の
を
弦
歌
と
い
い
、
弦
楽
を
伴
わ
ず
に

朗
読
す
る
も
の
を
誦
と
い
っ
た
。
あ
わ
せ
て
弦
誦
で
、
詩
経
を
教
え
学
ぶ
こ
と
。
転
じ
て
、
あ
ま
ね
く
教

え
学
ぶ
こ
と
。
こ
こ
で
は
、
直
接
的
に
は
、
明
治
二
三
（
一
八
九
○
）
年
の
「
教
育
ニ
關
ス
ル
勅
語
（
教

育
勅
語
）」
の
発
布
を
意
識
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

○
濟
厥
美

子
孫
が
よ
く
父
祖
の
業
を
受
け
継
い
で
さ
ら
な
る
善
事
を
な
す
こ
と
。
「
春
秋
左
氏
伝
」
文

公
一
八
年
に
「
世
濟
其
美
、
不
隕
其
名
（
世
々
其
の
美
を
済
し
、
其
の
名
を
隕
さ
ず
）」
と
あ
る
。

な

お
と

○
利
武

埼
玉
県
知
事
大
久
保
利
武
。

○
不
敏

さ
と
く
な
い
、
愚
か
者
。
「
論
語
」
顔
淵
篇
に
「
回
、
雖
不
敏
、
請
事
斯
語
矣
（
回
、
不
敏
な

り
と
雖
も
、
請
ふ
、
斯
の
語
を
事
と
せ
ん
）」
と
あ
る
。

○
受
乏

承
乏
に
同
じ
。
乏
は
む
な
し
い
。
承
乏
は
、
乏
を
承
け
る
で
、
適
任
者
が
お
ら
ず
空
い
て
い
る

職
位
に
仮
に
つ
く
こ
と
。
の
ち
に
官
吏
が
自
分
の
任
官
を
謙
遜
し
て
い
う
。
「
春
秋
左
氏
伝
」
成
公
二
年

に
「
敢
告
不
敏
、
攝
官
承
乏
（
敢
え
て
不
敏
を
告
ぐ
、
官
に
摂
は
り
乏
を
承
く
」
と
あ
る
。

か

○
牧
民
之
職

牧
民
官
は
、
地
方
長
官
の
称
。
こ
こ
で
は
県
知
事
。

○
義

道
義
上
。

○
鞠
躬

「
鞠
躬
盡
瘁
」
の
略
語
。
恭
し
く
慎
み
、
心
と
体
の
力
を
つ
く
し
て
つ
と
め
る
。
諸
葛
亮
「
後

出
師
表
」
（
「
古
文
真
宝
」
等
）
に
「
臣
、
鞠
躬
盡
瘁
、
死
而
後
已
（
臣
、
鞠
躬
尽
瘁
し
、
死
し
て
後
已や

ま
ん
）」
と
あ
る
。

○
竭
力

力
を
つ
く
す
。
尽
力
。
「
論
語
」
学
而
に
「
事
父
母
、
能
竭
其
力
（
父
母
に
事
へ
て
、
能
く
其

の
力
を
竭
く
す
）」
と
あ
る
。
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○
聖
恩

天
子
の
恩
寵
。
韓
愈
「
潮
州
刺
史
謝
上
表
」
（
「
唐
宋
八
家
文
」
等
）
に
「
聖
恩
弘
大
、
天
地

莫
量
（
聖
恩
の
弘
大
な
る
こ
と
、
天
地
も
量
る
莫
し
）」
と
あ
る
。

な

○
同
人

同
じ
志
の
人
。

○
胥
謀

胥
は
、
相
互
に
、
と
も
に
。
與
に
通
じ
る
。
與
謀
は
、
と
も
に
謀
る
。
「
史
記
」
項
羽
本
紀
に

「
（
亞
父
）
曰
、
唉
、
豎
子
不
足
與
謀
。
（
亜
父
曰
く
、
唉
、
豎
子
は
與
に
謀
る
に
足
ら
ず
）」
と
あ
る
。

あ
あ

○
瞻
仰

み
あ
げ
る
。
仰
ぎ
慕
う
。
「
漢
書
」
朱
雲
伝
に
「
大
臣
者
、
國
家
之
股
肱
、
萬
姓
所
瞻
仰
、
明

王
所
慎
擇
也
（
大
臣
な
る
者
は
、
国
家
の
股
肱
、
万
姓
の
瞻
仰
す
る
所
、
明
王
の
慎
み
て
択
ぶ
所
な
り
）
」

と
あ
る
。

○
功

仕
事
、
事
業
。

○
不
日

「
日
な
ら
ず
」
。
幾
日
も
経
た
な
い
う
ち
に
。
「
詩
経
」
大
雅
霊
台
に
「
庶
民
攻
之
、
不
日
成

之
（
庶
民
之
を
攻
め
、
日
な
ら
ず
し
て
之
を
成
す
）」
と
あ
る
。

を
さ

○
宸
闕

宮
城
の
門
の
両
側
に
あ
る
門
闕
。
転
じ
て
、
宮
城
。
宸
掖
と
も
。
宋
蔡
襄
「
賀
文
樞
使
啓
」
に

「
拜
恩
宸
闕
、
正
位
樞
廷
（
恩
を
宸
闕
に
拜
し
、
位
を
樞
廷
に
正
す
）」
と
あ
る
。

○
奉

両
手
で
う
や
う
や
し
く
た
て
ま
つ
る
。

○
寶
祚

天
子
の
即
位
。
皇
位
。
又
国
運
。

○
天
長
節

天
皇
の
誕
生
日
で
祝
日
。
明
治
時
代
は
、
明
治
天
皇
の
誕
生
日
で
九
月
二
二
日
。

○
前
五
日

九
月
一
七
日
に
あ
た
る
。

●
口
語
訳
（
章
立
て
と
小
見
出
し
は
訳
者
が
便
宜
的
に
つ
け
た
）

【
明
治
天
皇
の
即
位
と
偉
大
な
事
績
、
特
に
教
育
を
重
視
し
た
こ
と
】

今
上
陛
下
は
、
日
本
の
皇
位
と
い
う
大
い
な
る
事
業
を
継
承
さ
れ
、
も
ろ
も
ろ
の
仕
事
を
拡
張
、
発
展

さ
せ
ら
れ
た
が
、
詔
勅
に
よ
り
天
子
の
は
か
り
ご
と
を
ひ
ろ
め
、
発
揚
さ
れ
、
と
り
わ
け
教
育
学
問
に
関

わ
る
教
化
を
振
興
さ
れ
た
（
２
）

。

【
明
治
一
一
年
の
巡
幸
と
師
範
学
校
へ
の
御
幸
】

一
一
年
八
月
三
○
日
、
天
皇
の
お
車
は
、
日
本
北
部
巡
幸
の
途
に
つ
か
れ
、
ま
ず
わ
が
埼
玉
県
に
至
ら

れ
た
。

そ
こ
で
我
ら
は
師
範
学
校
を
行
在
所
と
し
て
提
供
申
し
上
げ
た
。

こ
の
日
、
天
子
を
褒
め
称
え
る
歌
声
が
沸
き
起
こ
り
、
天
子
を
こ
と
ほ
ぎ
、
和
平
の
気
が
行
在
所
の
陛

下
の
御
前
に
満
ち
あ
ふ
れ
、
広
く
行
き
渡
っ
た
。
そ
し
て
宮
内
卿
の
德
大
寺
實
則
卿
ら
が
、
天
子
に
侍
り

た
て
ま
つ
っ
た
の
で
あ
る
。

【
以
来
帝
国
の
命
運
や
教
育
学
問
が
伸
張
し
た
こ
と
】

そ
れ
以
来
、
今
に
至
る
ま
で
三
○
年
間
が
経
っ
た
が
、
こ
の
間
、
世
界
に
冠
た
る
大
日
本
帝
国
憲
法
が
、

十
分
な
お
お
や
け
の
議
論
を
尽
く
し
た
上
で
天
皇
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
、
臣
民
に
く
だ
さ
れ
た
（
日
本
国

の
内
治
の
柱
が
確
立
し
た
こ
と
を
言
う
）
。
ま
た
正
し
い
天
子
の
軍
隊
は
、
清
や
ロ
シ
ア
等
の
大
国
を
打

ち
破
っ
て
従
え
、
台
湾
や
朝
鮮
と
い
っ
た
国
々
は
皇
国
を
慕
っ
て
そ
の
傘
下
に
入
る
こ
と
を
選
ん
だ
。

大
日
本
帝
国
の
命
運
は
こ
こ
に
き
て
、
か
つ
て
な
い
空
前
絶
後
の
隆
盛
を
む
か
え
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
教
育
学
問
の
功
績
と
し
て
も
、
先
祖
の
美
徳
を
受
け
継
ぎ
、
り
っ
ぱ
に
大
成
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

【
明
治
天
皇
御
幸
の
跡
の
危
機
】

（
こ
の
よ
う
に
天
皇
を
戴
い
た
日
本
国
は
、
そ
の
恩
愛
に
よ
っ
て
隆
盛
を
極
め
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら

ず
）
、
わ
が
埼
玉
県
に
お
け
る
あ
り
が
た
い
行
在
所
の
跡
は
、
そ
の
後
学
校
の
出
入
り
が
あ
り
、
今
で
は

埼
玉
県
師
範
学
校
で
は
な
く
、
埼
玉
県
女
子
師
範
学
校
と
埼
玉
高
等
女
学
校
が
入
る
に
至
っ
て
い
る
。
こ
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の
よ
う
に
学
校
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
く
こ
と
が
続
い
た
な
ら
ば
、
こ
こ
が
ど
ん
な
に
大
切
な
場
所
で
あ
っ

た
か
に
つ
い
て
、
知
る
人
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
危
ぶ
ま
れ
る
次
第
で
あ
る
。

こ
う
し
た
事
態
が
起
こ
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
教
育
学
問
を
尚
ぼ
う
と
い
う
、
天
子
の
御
心
の
趣
旨
に

沿
う
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
い
や
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

【
聖
蹟
に
石
碑
を
建
て
て
顕
彰
す
る
こ
と
】

不
肖
わ
た
く
し
大
久
保
利
武
は
、
愚
か
者
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
適
任
者
が
い
な
い
と
い
う
非
常

事
態
の
中
で
、
民
を
統
治
す
る
知
事
の
大
役
を
か
た
じ
け
な
く
も
拝
命
し
ま
し
た
。
臣
民
た
る
も
の
、
義

と
し
て
、
恭
し
く
慎
み
、
心
と
体
の
力
を
尽
く
し
て
つ
と
め
、
御
任
命
く
だ
さ
い
ま
し
た
、
天
子
の
篤
い

恩
寵
に
報
い
る
べ
き
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
こ
の
ご
ろ
、
同
志
の
も
の
た
ち
と
は
か
り
、
石
碑
を
行
在
所
の
跡
に
建
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て

こ
の
地
を
表
顕
（
は
っ
き
り
と
世
の
中
に
示
す
）
し
、
後
世
の
こ
の
地
を
通
り
過
ぎ
る
人
々
に
、
「
天
子

の
御
心
が
尚
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
は
教
育
学
問
に
他
な
ら
な
か
っ
た
」
こ
と
を
仰
ぎ
見
あ
げ
慕
い
、

永
遠
に
知
ら
し
め
た
い
と
思
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

【
建
碑
】

そ
こ
で
先
の
巡
幸
に
も
随
行
さ
れ
た
、
こ
の
地
に
ゆ
か
り
の
深
い
德
大
寺
侯
爵
に
大
書
の
題
字
を
請
う

た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

か
く
し
て
そ
の
題
字
を
深
く
彫
り
つ
け
る
功
業
は
、
幾
日
も
な
い
内
に
完
成
し
ま
し
た
。

【
結
び
】

不
肖
利
武
等
、
南
を
望
み
、
遥
か
に
陛
下
の
い
ま
す
宮
城
を
拝
礼
し
、
恭
し
く
天
子
の
位
は
千
年
万
年

に
つ
づ
く
こ
と
を
心
か
ら
願
う
こ
と
を
奉
じ
た
て
ま
つ
る
。

【
署
名
】

明
治
四
○
年
、
天
長
節
に
先
立
つ
こ
と
五
日

埼
玉
縣
知
事

從
四
位
勲
三
等

大
久
保
利
武

謹
ん
で
撰
述
す
る

從
七
位

市
河
三
兼

謹
ん
で
書
す

宮
亀
年

刻
す

三
．
解
説

（
一
）
明
治
十
一
年
巡
幸
と
埼
玉
県
師
範
学
校

明
治
維
新
と
な
り
、
新
し
い
日
本
の
支
配
者
と
な
っ
た
天
皇
は
、
し
ば
し
ば
宮
城
か
ら
出
て
、
全
国
を

巡
幸
し
た
。
そ
れ
は
天
皇
が
新
し
い
支
配
地
域
を
見
て
回
る
と
と
も
に
、
地
方
の
人
び
と
に
天
皇
に
接
す

る
機
会
を
与
え
、
天
皇
を
崇
拝
す
る
習
慣
を
根
づ
か
せ
よ
う
と
す
る
意
図
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。

明
治
十
一
年
巡
幸
の
、
埼
玉
県
で
の
行
程
を
次
に
ま
と
め
る
。

・
八
月
三
十
日
、
宮
城
を
出
発
し
、
そ
の
日
の
う
ち
に
浦
和
に
入
っ
て
行
在
所
に
宿
泊
。

・
同

三
十
一
日
、
埼
玉
県
庁
・
県
立
学
校
（
師
範
学
校
・
中
学
校
等
）・
勧
業
博
物
観
等
視
察
。

浦
和
を
発
し
、
大
宮
氷
川
神
社
参
拝
。
上
尾
を
経
て
桶
川
に
泊
。

・
九
月
一
日
、
鴻
巣
・
吹
上
を
経
て
熊
谷
に
泊
。

・
同

二
日
、
群
馬
県
に
入
る
。

八
月
三
十
日
の
浦
和
で
の
行
在
所
が
、
新
築
の
埼
玉
県
師
範
学
校
（
以
後
「
埼
玉
師
範
」
）
の
校
舎
、



- 8 -

鳳
翔
閣
で
あ
っ
た
。

鳳
翔
閣
に
つ
い
て
は
、
巡
幸
に
随
行
し
た
三
条
実
美
が
、
建
物
の
姿
を
見
て
、
鳳
が
羽
ば
た
く
よ
う
だ

と
し
て
「
鳳
翔
閣
」
と
命
名
し
、
額
に
揮
毫
し
た
、
と
い
う
説
が
あ
る
が
誤
り
。

太
政
大
臣
で
あ
る
三
条
は
、
天
皇
に
随
行
す
る
こ
と
な
く
、
宮
城
に
留
ま
っ
て
摂
政
を
つ
と
め
て
い
た
。

ま
た
、
「
鳳
翔
閣
」
の
額
は
、
天
皇
が
到
着
す
る
数
日
前
に
は
既
に
埼
玉
師
範
の
校
舎
に
掲
げ
ら
れ
て
い

た
と
い
う
、
新
聞
記
者
岸
田
吟
香
の
証
言
が
あ
る
（
３
）

。
現
在
さ
い
た
ま
市
立
浦
和
博
物
館
の
所
蔵
に
な

っ
て
い
る
こ
の
額
は
、
天
皇
巡
幸
の
ひ
と
月
前
に
は
完
成
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
鳳
翔
閣

の
命
名
者
も
三
条
で
は
な
く
、
先
に
決
ま
っ
て
い
た
名
前
を
三
条
が
揮
毫
し
た
だ
け
だ
と
思
わ
れ
る
。

行
在
所
と
し
て
提
供
し
た
施
設
は
、
提
供
後
は
本
来
の
目
的
で
使
用
し
て
も
構
わ
な
か
っ
た
。
鳳
翔
閣

も
埼
玉
師
範
の
校
舎
と
し
て
、
明
治
三
十
三
年
ま
で
使
用
さ
れ
た
。
埼
玉
師
範
が
鯛
ガ
窪
（
今
の
さ
い
た

ま
市
役
所
敷
地
）
へ
移
転
し
た
の
ち
は
、
埼
玉
県
立
高
等
女
学
校
（
以
後
「
埼
玉
高
女
」
）
と
埼
玉
県
女

子
師
範
学
校
（
以
後
「
埼
玉
女
師
」
）
が
鳳
翔
閣
を
校
舎
と
し
て
同
居
し
た
。
同
四
十
四
年
に
埼
玉
高
女

が
、
大
正
十
三
年
に
埼
玉
女
師
が
そ
れ
ぞ
れ
移
転
し
た
の
ち
は
、
鳳
翔
閣
は
埼
玉
県
立
図
書
館
と
し
て
使

用
さ
れ
た
。
そ
し
て
昭
和
三
十
五
年
、
県
立
図
書
館
の
新
築
に
伴
い
、,

鳳
翔
閣
は
解
体
さ
れ
消
滅
し
た
（
４
）

。

「
行
在
所
記
念
之
碑
」
は
鳳
翔
閣
を
埼
玉
女
師
が
使
用
し
て
い
た
明
治
四
十
年
の
建
碑
で
、
県
立
図
書

館
と
な
っ
た
後
も
、
若
干
場
所
を
移
動
し
つ
つ
も
、
鳳
翔
閣
の
側
に
立
っ
て
い
た
。
鳳
翔
閣
解
体
後
も
図

書
館
の
脇
に
あ
り
、
県
立
浦
和
図
書
館
廃
館
後
は
、
移
動
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
跡
地
で
あ
る
埼
玉
会
館

広
場
横
に
立
っ
て
い
る
。

（
二
）
建
碑
の
経
緯
と
背
景

「
行
在
所
記
念
之
碑
」
の
建
立
は
、
鳳
翔
閣
が
天
皇
の
行
在
所
と
な
っ
て
か
ら
、
実
に
三
十
年
も
後
の

こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
特
別
の
意
味
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

碑
の
建
設
を
構
想
し
、
実
行
し
た
中
心
人
物
は
、
当
時
の
埼
玉
県
知
事
で
碑
文
の
撰
文
者
で
も
あ
る
大

久
保
利
武
で
あ
っ
た
。
彼
は
県
議
会
議
長
の
吉
田
茂
助
と
と
も
に
発
起
人
総
代
と
な
り
、
記
念
碑
建
設
の

趣
旨
を
呼
び
か
け
て
寄
付
を
募
っ
て
い
る
。
他
の
発
起
人
に
は
、
県
の
政
財
界
の
大
物
と
埼
玉
師
範
学
校

長
が
名
を
連
ね
、
県
庁
が
事
務
局
と
な
っ
て
建
碑
に
あ
た
っ
た
。
い
わ
ば
埼
玉
県
の
官
民
挙
げ
て
の
大
事

業
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

明
治
四
十
年
に
な
っ
て
、
こ
う
し
た
建
碑
運
動
が
勢
い
を
持
っ
た
背
景
は
、
二
つ
あ
る
。

ひ
と
つ
は
明
治
天
皇
聖
蹟
指
定
の
動
き
で
あ
る
。

明
治
維
新
後
の
廃
仏
毀
釈
等
の
風
潮
に
抗
し
て
、
伝
統
文
化
や
文
物
を
保
護
す
る
動
き
が
出
て
く
る
。

明
治
三
十
年
に
は
「
古
社
寺
保
存
法
」
が
成
立
す
る
が
、
単
に
古
い
物
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
天
皇
や

皇
室
に
関
わ
り
の
深
い
も
の
が
注
目
さ
れ
て
お
り
、
天
皇
を
尊
崇
す
る
意
識
の
涵
養
と
い
う
側
面
も
強
い

も
の
で
あ
っ
た
。
明
治
四
十
四
年
に
は
「
史
蹟
及
天
然
記
念
物
ニ
関
ス
ル
件
」
が
貴
族
院
議
会
で
可
決
さ

れ
、
事
実
上
国
営
の
「
史
蹟
名
勝
天
然
記
念
物
保
存
協
会
」
が
発
足
し
て
、
明
治
天
皇
に
関
わ
る
史
蹟
を

選
定
す
る
動
き
が
国
策
と
し
て
進
む
。
そ
し
て
天
皇
崩
御
の
の
ち
の
大
正
八
年
に
「
史
蹟
名
勝
天
然
記
念

物
法
」
が
制
定
さ
れ
、
天
皇
が
行
幸
し
た
場
所
な
ど
を
「
明
治
天
皇
聖
蹟
」
と
し
て
国
の
文
化
財
に
指
定

す
る
こ
と
が
始
ま
る
。
そ
し
て
昭
和
八
年
、
最
初
の
聖
蹟
が
指
定
さ
れ
る
が
、
鳳
翔
閣
も
「
行
在
所
」
と

し
て
指
定
を
受
け
る
に
至
っ
た
。

「
行
在
所
記
念
之
碑
」
は
、
鳳
翔
閣
、
そ
し
て
埼
玉
師
範
を
、
明
治
天
皇
と
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
建
碑
は
法
律
の
制
定
に
先
立
つ
こ
と
四
年
で
あ
る
が
、
巷
で
渦
巻
く
聖
蹟
指
定
の
動
き
に
呼
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応
す
る
も
の
と
し
て
、
大
久
保
ら
の
建
碑
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

も
う
一
つ
の
背
景
は
、
明
治
四
十
年
頃
の
埼
玉
師
範
の
評
判
に
あ
る
。

明
治
二
十
年
頃
か
ら
、
中
等
学
校
に
お
い
て
、
学
校
側
と
生
徒
側
と
が
対
立
し
て
事
件
と
な
る
「
学
校

紛
擾
事
件
」
が
多
発
す
る
よ
う
に
な
る
。
埼
玉
県
に
お
い
て
も
、
明
治
二
十
四
年
に
埼
玉
師
範
で
始
め
て

紛
擾
事
件
が
発
生
す
る
。
そ
の
後
も
繰
り
返
さ
れ
る
が
、
特
に
明
治
三
十
八
年
に
至
り
、
埼
玉
県
の
政
界

も
ま
き
こ
む
大
事
件
が
起
こ
る
。

二
月
八
日
、
伊
藤
学
校
長
の
教
育
姿
勢
に
不
満
を
抱
い
て
い
た
埼
玉
師
範
の
生
徒
た
ち
は
、
木
下
周
一

埼
玉
県
知
事
に
校
長
の
転
任
を
願
い
出
る
。
木
下
知
事
が
こ
れ
を
拒
否
す
る
と
、
生
徒
達
は
一
斉
に
同
盟

休
校
に
入
る
。
す
る
と
激
怒
し
た
知
事
は
、
校
長
に
命
じ
て
生
徒
二
三
八
人
を
無
期
停
学
処
分
と
さ
せ
た
。

か
く
て
事
態
は
政
治
問
題
化
し
、
か
ね
て
よ
り
木
下
知
事
と
折
り
合
い
の
悪
か
っ
た
吉
田
県
会
議
長
は
文

部
省
を
訪
れ
、
県
知
事
と
校
長
と
に
不
都
合
な
点
が
あ
る
と
訴
え
た
。
文
部
省
か
ら
督
学
官
が
派
遣
さ
れ

る
に
至
り
、
調
査
の
結
果
、
生
徒
六
名
が
退
学
と
な
り
、
そ
の
他
の
生
徒
は
停
学
解
除
と
な
る
。
さ
ら
に

伊
藤
校
長
は
依
願
免
職
と
な
り
、
木
下
知
事
も
事
実
上
左
遷
で
あ
る
大
分
県
知
事
へ
の
転
任
を
命
ぜ
ら
れ

る
に
至
っ
た
（
木
下
は
転
任
を
拒
否
し
て
辞
任
し
た
）
。
生
徒
に
は
退
学
者
を
出
し
、
校
長
の
更
迭
や
知

事
の
左
遷
ま
で
引
き
起
こ
し
た
こ
の
事
件
は
、
埼
玉
師
範
の
名
を
大
い
に
お
と
す
も
の
で
あ
り
、
学
校
設

立
者
で
あ
る
埼
玉
県
と
し
て
も
大
き
な
傷
を
負
っ
た
と
言
え
る
。

そ
し
て
伊
藤
校
長
に
代
わ
っ
て
師
範
学
校
長
と
な
っ
た
の
は
、
長
野
県
師
範
学
校
教
諭
で
あ
っ
た
小
島

政
吉
で
、
木
下
周
一
に
代
わ
っ
て
埼
玉
県
知
事
に
任
命
さ
れ
た
の
が
大
分
県
知
事
で
あ
っ
た
大
久
保
利
武

で
あ
っ
た
。
こ
の
二
人
の
使
命
は
、
地
に
落
ち
て
し
ま
っ
た
埼
玉
師
範
と
埼
玉
県
の
名
誉
を
回
復
し
、
再

び
栄
光
に
包
ま
れ
た
輝
か
し
い
も
の
に
復
活
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
埼
玉
師
範
随
一
の
栄
光
で
あ
っ
た
、
明
治
十
一
年
の
行
在
所
提
供
を
担
ぎ
出
し
、
石
碑
建
立

と
い
う
事
業
に
よ
っ
て
そ
れ
を
伝
播
定
着
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が

建
碑
の
も
う
ひ
と
つ
の
、
そ
し
て
最
大
の
背
景
だ
っ
た
。

四
．
主
な
参
考
資
料

①
翻
刻

・
浦
和
市
郷
土
文
化
会
『
浦
和
の
石
ぶ
み
』（
さ
き
た
ま
出
版
会
、
一
九
八
八
）。

②
論
文
な
ど

・
薄
井
俊
二
「
天
皇
の
巡
幸
を
契
機
と
す
る
埼
玉
県
師
範
学
校
に
関
わ
る
石
碑
に
つ
い
て
（
そ
の
一
）
│

「
行
在
所
記
念
之
碑
」
と
鳳
翔
閣
│
」『
埼
玉
大
学
紀
要
（
教
育
学
部
）
』（
七
二
巻
二
号
、
二
○
二
三
）。

●
注

（
１
）
小
山
博
也
「
歴
代
知
事
│
人
と
業
績
│
そ
の
二
│

第
一
三
代

大
久
保
利
武
」『
埼
玉
県
史
研
究
』
三
五
号
（
二

○
○
○
）。

（
２
）
原
文
「
聖
詔
特
宏
皇
謨
、
以
興
教
學
之
化
矣
」
で
あ
る
が
、
天
子
の
詔
勅
に
よ
る
教
育
の
振
興
を
述
べ
て
い
る
と

す
る
な
ら
ば
、
直
接
的
に
は
、
明
治
二
三
（
一
八
九
○
）
年
発
布
の
教
育
勅
語
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
３
）「
東
京
日
日
新
聞
」
明
治
十
一
年
八
月
二
十
九
日
。
こ
の
件
も
含
め
、
鳳
翔
閣
の
こ
と
は
高
山
清
司
「
鳳
翔
閣
に
つ

い
て
―
特
別
展
「
鳳
翔
閣
百
年
」
を
開
催
し
て
―
」
『
浦
和
市
立
博
物
館
研
究
調
査
報
告
書
』
（
第
六
集
、
一
九
七
九
）
に

詳
し
い
。

（
４
）
昭
和
四
十
七
年
に
開
館
し
た
浦
和
市
郷
土
博
物
館
（
現
さ
い
た
ま
市
立
浦
和
博
物
館
）
は
、
鳳
翔
閣
の
エ
ン
ト
ラ
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ン
ス
部
分
を
模
し
て
作
ら
れ
た
。

以
上

二
○
二
三
年
三
月

薄
井
俊
二
訳
す

二
○
二
四
年
一
月

薄
井
俊
二
補
足


